
川 崎医療福祉学会誌投稿 規定等

　

（１９９５年１２月１３日改正）注）

１． 投

　

稿

　

規

　

約

１． 投稿資格：投稿は， 原則として川崎医療福祉学会会員に限る．
２． 投稿の種類：原稿の種類は， 総説， 論説， 原著， 短報， 資料， その他とし， 他雑誌に未発表のも

のに限る．

　

その内容は次の通りとする．

　　

総説：一つのテーマに関連する多くの研究論文の総括， 評価， 解説等．

　　

論説：各分野における活動， 政策， 動向などについての提案， 提言．

　　

原著：新知見または創意を含むもの．

　　

短報：原著と同じ性格であるが， 研究完成の前のもので， 速報的に書かれたもの．

　　

資料：調査， 統計等に関するもの．
３．投稿原稿の採択：提出された論文の掲載決定は，査読者の意見を参考にして，編集委員会が行う．
４． 原稿の宛先：〒７０１‐０１９３

　

倉敷市松島２８８

　

川崎医療福祉大学

　

川崎医療福祉学会誌編集委員長．
５．投稿規定の改正は， 編集委員会の議を経て行う．

１１． 執

　

筆

　

要

　

領

１． 原稿は， 和文とし， オリジナルのほかコピー１部を添えて提出する．

　

ただし， 英文 ＡＢＳＴＲＡＣＴ および和文要約については， さらにコピー１部を別に添えること．
２． 原稿の長さ：原著， 総説， 論説は， 図表， 参考文献等を含めて刷り上がり６頁（４００字詰原稿用紙

約２５枚程度， 図表１点を１枚とみなす）以内とする． 短報， 資料， その他は， 刷り上がり４頁（４００

字詰原稿用紙約１５枚程度， 図表Ｌ点を１枚とみなす） 以内とする．
３． 引用文献は３０題以内とする． ただし， 総説については６０題以内とする．
４． 原稿は， 横書きで， 青または黒インクで楢書で書かれたもの （原稿用紙２０字×２０行＝４００字）， ま

たは， タイプライターおよびワードプロセッサー （３２字×２５行＝８００字） で作成されたものとする．
５． 原稿には別に表紙をつけ， 表題， 著者名， 所属機関名（以上， 和文および英文）， さらに原稿の種

類， 表および図の数，ｒｕｎｎｉｎｇｔｉｔｌｅ（和文：３０字以内）， Ｋｅｙｗｏｒｄｓ（英文５語以内） および希望別

刷数を記入する．
６． 総説， 論説および原著論文には，２００語以内の英文 ＡＢＳＴＲＡＣＴおよびその和訳 （要約） をつけ

る． 英文は， すべて， ダブルスペースでタイプする．
７． 図表等：原図は， 縮小製版できるように鮮明なものとする． 図表は， 一表一図ごとに本文とは別

の用紙を用いる． 図表等を挿入する箇所を本文中の欄外（右側）に指定する． 図表写真の大きさは，
台紙とも４０ｃｍ×３０ｃｍ以内とする．図表のｔｉｔｌｅは英文または和文とする．図および写真のｔｉｔｌｅ・ｌｅｇｅｎｄ

　

（表題・説明） は， 別紙に一括して記載する．
８．引用文献：文献は引用順に番号をつけて， 最後に一括して， 下記の記載例の形式で記す． 引用文
献の著者名は全員を書く．

　

［記載例］

　

〈学術雑誌〉 著者名 （発行年：西暦） 表題． 雑誌名， 巻 （号）， 頁－頁．
１） 倉敷太郎 （１９９１） 岡山県の……． 川崎医療福祉学会誌， １（１），２２２－２２５．
２） Ｅ１ｋｉｎｓ ＢＨ， ＰａｇｎｏｔｔＯ ＬＤ ａｎｄ Ｓｍｉｔｈ ＨＬ（１９７４） Ｃｏｎｃｅｎｔｒａｔｉｏｎ ａｄｊｕｓｔｍｅｎｔｉｎ ｕｒｉｎａｌｙｓｙｓ．

　

Ａ粥ｅ“の” 肋ｄｚｓかＺの 甘ヌ多８“Ｂ ＡＳＳｏｃｉα飾れ ル“ｍＺ，３５（３）， ５５９－５６５．

　

〈単行本＞ 著者名 （発行年：西暦） 表題． 編者， 書名， 版， 発行所， 発行地，ｐｐ頁－頁．
３） 森

　

忠繁 （１９８５） 人口統計． 緒方正名編， 現代公衆衛生学， 初版， 朝倉書店， 東京，ｐｐ２３－２４．
４） ＲｏｓｅｎｂｅｒｇＪ（１９９０） Ｅｆｆｅｃｔｓｏｆ ｍｅｄｉｃａｔｉｏｎｓｏｎｂｉｏｌｏｇｉｃａｌｌｅｖｅｌｓｏｆｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｃｈｅｍｉｃａｌｓ．ｌｎ

　

Ｆｉｓｅｒｏｖａ‐Ｂｅｒｇｅｒｏｖａ Ｖ，０ｇａｔａ Ｍ，ｅｄｓ． 銃ｏＺ増ＺｃαＺ粥伽吻γ勿ｇｑｆｅ物ｏｓｚ〆８ わ Ｚ“〆“ｓＺ“〆 物８粥ズ

　　

ｃα為．ＡＣＧＩ日，Ｃ１ｉｎｃｉｎｎａｔｉ，ＰＰ１５９‐一１６２．

１１１． 掲載料・別刷料等

論文の刷り上がり頁が規定頁を超えた場合， 超過分は著者の実費とする． 別刷は， ３０部まで無料と

する． これを超える場合は， 実費とする． 写真色刷りは， 実費とする． また， 校正時に， 原文に著し

い訂正を加えた場合は， 実費を徴収する．

注）

　

６巻１号から適用する．


